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・児童扶養手当給付事業

・児童手当給付事業

・施設整備・管理運営

取組

第一次野洲市総合計画　施策総括シート

基本
目標

豊かな人間性をはぐくむまち

施策 子育て・子育ち支援の充実

基本事業
体系

①安心して子どもを生み育てられる環境づくり
②子どもが健やかに育つ環境づくり
③子育ち、子育てを支える地域づくり

就学前保育の充実と幼保一体化の推進

児童虐待の防止

施策の
目標

安心して子どもを生み育てられる環境を向上させることで、次世代を担う子どもたちが、のびのびと健全に成長で
きるまちをめざします。

主な事業基本事業

そ
の
他
の
主
な
事
業

ロ
ー

ド
マ
ッ

プ
掲
載
事
業
（

主
要
事
業
）

・こども園整備（さくらばさまこども園、ゆきはたこども
園、みかみこども園）
・民間保育所整備・分園支援
・子ども・子育て支援事業計画の策定
・保育士等の人材確保（人材バンク、相談会、保育料補助な
ど）

・児童虐待の相談対応
・要保護児童対策地域協議会の運営（会議の開催）
・児童虐待防止の研修会、出前講座、該当啓発等の実施
・県スーパーバイザー派遣依頼
・職員向け講座の実施
・児童虐待対応マニュアルの改訂・配布
・養育支援訪問事業（ヘルパー派遣事業）
・ショートステイ事業
・トワイライト事業

・こどもの家持続ある運営を考える委員会の実施
・野洲市こどもの家条例の改正
・土曜保育の実施
・こどもの家の増築

・特定不妊治療費助成
・産前・産後サポート事業
・産後ケア事業
・乳幼児健診

・母子・父子自立支援プログラム策定事業
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
・母子父子家庭児童入学等支度金支給事業
・母子父子家庭ふれあい事業
・母子生活支援施設措置等

・相互援助事業（１カ所）
　（社）野洲市社会福祉協議会に委託

・利用者支援事業（１カ所）
　野洲市子育て支援センター
・地域子育て支援拠点事業（３カ所）
　野洲市子育て支援センター
　きたの子育て支援センター
　あやめ子育て支援センター

学童保育所の運営

・公立保育所・こども園・幼稚園運営事業

・ファミリーサポートセンター事業

・子育て支援センター運営事業

・母子保健事業

・母子・父子福祉対策事業

資料３



備考

備考

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29

523 458 492 483 493 400
1.69 1.41 1.68 1.71 1.79 1.47

1.54 1.56 1.56 1.58 1.54 1.51

1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
98.9 98.9 97.7 98.3 97.7 97.9 98.3

97.6 98.1 99.0 96.1 97.3 97.9 98.5

95.9 97.3 97.0 97.0 98.7 97.4 97.2

94.9 97.6 97.3 94.9 95.6 96.9 99.7

94.7 97.6 96.6 95.5 95.8 96.7 97.0

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
4,334 3,994 5,429 5,882 6,739 6,399 6,371

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
889 881 863 905 980 1,046 1,068

931 1,016 1,039 980 895 840 809

備考

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
28 31 9 5 16 22 22

その他

にこにこ広場利用者延数(組)

その他

出生数及び合計特殊出生率（人・％）

その他

保育園児数及び幼稚園児数（人）

その他

実績。子育て支援センター提供。

順位
14 2.47

取組

1歳6か月児

意向調査

子育て・子育ちについての福祉・支援対策（施設・支援事業
等）が充実している

5
H30市民意向調査より。38項目中の順位。満足度

実
績

・待機児童対策として、こども園の整備、民間保育所の整備・分園に係る支援などを行い、保育ニーズ
に対応した。（保育所定員：H25　870人⇒H31　1,070人）
・保育人材バンクについて、多くの保育士が登録したことで、保育士の確保につながった（H30実績：実
登録者数93人、採用件数101人）。
・野洲市子ども・子育て支援事業計画（以下「子育て支援事業計画」という。）を策定・改定し、子ど
もやその保護者をはじめ、教育・保育従事者、企業、行政などの地域社会全体が協働して取り組んでい
く施策・事業の推進を図った。
・こどもの家の運営をめぐって委員会を設置し、指導員の適正配置、保育システムのあり方などについ
て提言を受け、実現に向け検討を行った。また、提言を受け、土曜日保育については実際にH30より実施
し、H30実績では1日平均29人が利用するなど、子育て世帯のニーズに応えた。
・児童虐待の相談件数は年々増加（H24年 285件→H30年 512件）しており、個別ケースの検討会議につ
いても毎年100回程度実施するなど、児童虐待の防止に向け継続的に取組を行った。
・児童虐待に対応する職員の資質向上のため、県スーパーバイザーの派遣依頼、職員研修会などの実
施、調整担当者研修（法で定められた講習等）受講による資格取得者を出すなど専門性の向上につな
がった。
・乳幼児期の異常の早期発見と疾病予防、子育て環境の把握に努め、児の成長発達・健康増進を促す支
援に取り組んだ。
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業による看護師資格の取得や母子・父子自立支援プログラム
策定により、就労に繋げることができた。

関連
データ

指標

子育て・子育ちについての福祉・支援対策が充実したまちで
あると思う子育て世帯の割合

H30野洲市子ども・子育て支援に関するアン
ケート調査結果より。（就学前児童と小学
校児童の単純平均値）

計画策定時 最新値（H30） H32目標値

38.1% 62.5% 80%

重要度 順位
1.57

野洲市決算実績報告書より。

4か月児

10か月児

草津保健所事業年報より。
出生数

合計特殊出生率（野洲市）

合計特殊出生率（滋賀県）

合計特殊出生率（全国）

3歳6か月児

乳幼児健診受診率（％）

2歳6か月児

野洲市統計書より。保育園：各年4月1日現
在。幼稚園：各年5月1日現在。

保育園児数
幼稚園児数

その他

待機児童数（人）

厚労省「保育所関連状況取りまとめ」よ
り。各年4月1日時点。



備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
713 740 798 845 938 953 994

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
285 338 389 419 420 450 512

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
4174 4091 4023 3988 3949 3929 3861

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
287 258 274 315 346 342 342

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
326 336 317 323 312 306 308

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
56 63 49 52 50 48 45

備考

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
8 9 5 3 4 4 3

関連する
分野別
計画

・子ども・子育て支援事業計画
・幼保一元化方針および幼稚園・保育所施設整備計画
・教育振興基本計画
・元気な学校づくりマスタープラン
・男女共同参画行動計画
・食育推進計画
・ほほえみやす21 健康プラン
・地域福祉計画
・市民活動促進計画

その他

学童入所児童数（人）

その他

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給者

実績。子育て家庭支援課提供。

その他

児童扶養手当受給者数

福祉行政報告例第61より。

施策の
総括

①安心して子どもを生み育てられる環境づくり
・妊娠期から育児・生活環境について把握し、産婦人科医療機関はじめ他関係機関との連携のもと、育児不安、育
児負担の軽減や乳幼児の成長発達が促進できるよう相談・支援をすすめた。
・子育て支援事業計画及び野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育園施設整備計画に基づき、就学前児童を中心
とした保育施設の拡充（公立・民間を合わせて200名（対25年度比）の定員増）など、子育て支援の充実を図った。
　しかしながら、保育施設にあっては、女性の就業率の向上や保育ニーズの上昇等により、現時点（平成31年４月
１日時点）において、依然として待機児童が発生している状況であり、新たな保育施設とともに、保育士の確保が
喫緊の課題となっている。
・ひとり親家庭の自立のため、高等職業訓練促進給付金等事業による資格取得や母子父子自立支援プログラムの策
定による就労支援を行うとともに、就労後も職場での悩みや就労形態等に関する相談に対応し、継続就労できるよ
う支援している。また、ひとり親家庭の子育てや生活困窮、就労等の様々な相談に対応するとともに状況に応じ、
関係機関へ繋ぐなど安定した生活となるよう支援に努めた。

②子どもが健やかに育つ環境づくり
・虐待相談件数は年々増加しているが、一方で市民及び関係機関職員の児童虐待防止の意識が高まったことから通
告に至ったことが伺える。また、要保護児童対策地域協議会関係機関との日常的な情報共有、相談内容に応じて
ケース会議を開催し、支援を検討し、役割を分担し、家庭状況の変化に応じた支援を関係機関が連携し行った。そ
の関わりの中で、家庭の課題を少しずつ解決に向け支援することで虐待の防止に繋がったこともいえる。

③子育ち、子育てを支える地域づくり
・3カ所の子育て支援センターにおいて、乳幼児及び保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言その他の援助の取り組みに努めた。また、子育てサークルとの情報交換を行い、地域の子育
て力の向上に努めた。

その他

児童手当受給者数

支給状況報告書より。各年度3月31日時点。

・児童手当受給者数

関連
データ

その他

母子・父子自立支援プログラム策定件数

実績。子育て家庭支援課提供。

野洲市決算実績報告書より。各年5月1日現
在。

その他

児童虐待相談件数（人）

野洲市総合計画ロードマップ各年の実績よ
り。

・特例給付受給者数



次期計画
に向けた

課題
・展望等

・妊娠期からの一貫した保健サービスの提供による基盤整備の充実を図る。
・第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画を策定し、保育の質を確保したなかで待機児童解消に向けての取り組
みを鋭意進めていく必要がある。第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画は令和元年度策定予定で進めている。
・虐待相談件数は増加傾向にあり、ケースの内容も複雑化・多様化していく中、関係機関の連携強化は必須であ
り、そのためにも、要保護児童対策地域協議会関係機関の職員の専門性を高めること、調整機関（家庭児童相談
室）の継続的な専門職の配置が必要である。（「調整担当者研修」の受講継続）
・令和２年度より設置予定の「子ども家庭総合支援拠点」の適切な運営ができるように、必要な職員の配置が必要
である。
・ひとり親家庭の相談内容も多様化しており、家庭の状況に応じた適切な対応ができるよう相談支援の充実を図る
必要がある。


